
犯
罪
な
ど
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
力

ご
存
知
で
す
か
?

更
生
保
護
を
支
え
る
人
た
ち

0538-37-4814

0538-37-6495

☎

FAX

福祉政策課

（i プラザ３階）

 

安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
は
、
全
て
の
人
の
望

み
で
す
。
犯
罪
や
非
行
を
な
く
す
た
め
に
、
取

り
締
ま
り
を
強
化
し
て
、
罪
を
犯
し
た
人
を
処

罰
す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
し
か
し
、
立
ち
直

ろ
う
と
決
意
し
た
人
を
社
会
で
受
け
入
れ
る

「更
生
保
護
」
も
大
切
で
す
。

 

更
生
保
護
と
は
、
犯
罪
や
非
行
か
ら
の
立
ち

直
り
を
見
守
る
こ
と
で
す
。
市
内
で
は
保
護
司

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
犯
罪
を
犯
し
た

人
に
寄
り
添
い
、
立
ち
直
り
を
支
援
す
る
人
た

ち
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

保
護
司
と
は

 

犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
の
立
ち
直
り
を
地
域

で
支
え
る
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
保
護
司

法
に
基
づ
き
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非

常
勤
の
国
家
公
務
員
で
す
。
民
間
人
と
し
て
の

柔
軟
性
と
地
域
の
実
情
に
通
じ
て
い
る
と
い
う

特
性
を
生
か
し
、
保
護
観
察
官
と
協
働
し
て
保

護
観
察
に
当
た
る
ほ
か
、
犯
罪
や
非
行
を
し
た

人
が
刑
事
施
設
や
少
年
院
か
ら
社
会
復
帰
を

果
た
し
た
際
に
、
ス
ム
ー
ズ
に
社
会
生
活
を

営
め
る
よ
う
、
釈
放
後
の
住
居
や
就
業
先
な

ど
の
帰
住
環
境
の
調
整
や
相
談
を
行
い
ま
す
。

南
磐
田
地
区
保
護
司
会

 

南
磐
田
地
区

（磐
田
市
、
袋
井
市
、
森
町
）

の
保
護
司
を
統
括
、
調
整
す
る
地
域
組
織

と
し
て
、
地
区
内
の
保
護
司
と
地
域
機
関
の

橋
渡
し
役
を
担
い
ま
す
。

南
磐
田
地
区
更
生
保
護
女
性
会

 

女
性
の
立
場
か
ら
、
地
域
の
犯
罪
予
防
の

活
動
、
犯
罪
や
非
行
を
犯
し
た
人
の
更
生
支

援
活
動
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
で
す
。

南
磐
田
地
区
協
力
雇
用
主
会

 

犯
罪
・
非
行
歴
の
た
め
、
仕
事
に
就
く
こ
と

が
難
し
い
人
た
ち
の
事
情
を
理
解
し
た
上
で
雇

用
し
、
立
ち
直
り
を
支
援
す
る
事
業
者
で
す
。

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

 

犯
罪
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
の
更
生
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
安

全
で
安
心
な
明
る
い
地
域
社
会
を
築
く
た
め

の
運
動
で
す
。

 

市
内
で
は

「
第
23
回
い
わ
た
大
祭
り
」
で
、

保
護
司
会
、
更
生
保
護
女
性
会
お
よ
び
静
岡

保
護
観
察
所
の
職
員
が

「社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」
の
横
断
幕
・の
ぼ
り
旗
を
掲
げ
、
ポ
ケ
ッ

ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
の
啓
発
品
を
配
布
し
、
沿

道
の
方
々
に
運
動
内
容
を
案
内
し
ま
し
た
。

 

保
護
司
は
、
地
域
社
会
の
中
で
被
保
護

者
の
更
生
を
見
守
り
、
生
活
の
安
定
と
社
会

参
加
を
促
進
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
保
護
司
会
な
ど
の
団
体
は
、

地
域
と
行
政
・
警
察
・
福
祉
機
関
を
結
ぶ
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
し
て
、
啓
発
活
動
・
相
談
窓
口
・

就
労
支
援
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
支
援
を

展
開
し
て
い
ま
す
。
被
保
護
者
の
社
会
復
帰

を
よ
り
確
実
に
す
る
た
め
に
、
地
域
住
民
の

理
解
と
協
力
が
必
要
で
す
。

 

学
校
生
活
や
地
域
行
事
な
ど
の
体
験

を
基
に
、
犯
罪
・
非
行
防
止
に
向
け
て

感
じ
た
こ
と
を
作
文
し
、
本
運
動
に
対

す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目

的
と
し
た
作
文
コ
ン
テ
ス
ト
に
お
い
て
、

鈴
木
陽ひ

依よ

莉り

さ
ん

（
向
陽
中
学
校
３
年

生
）
が
市
審
査
で
最
優
秀
賞
、
県
審
査

で
優
秀
賞
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
文
コ
ン
テ
ス
ト

▲南磐田地区保護司会役員の皆さん
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磐
田
市
陸
上
競
技
場

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

☎

FAX

スポーツのまち推進課

（本庁舎２階）

0538-37-4832

0538-37-5034

1001494

ページ番号

1003448

誰
も
が
気
軽
に
利
用
で
き
る
陸
上
競
技
場
へ

　

平
成
11
年
8
月
31
日
の
完
成
か
ら
約
26
年

が
経
過
し
た
磐
田
市
陸
上
競
技
場
は
、
老
朽

化
の
た
め
、
完
成
以
降
初
め
て
ト
ラ
ッ
ク
や

フ
ィ
ー
ル
ド
の
全
面
張
替
え
な
ど
の
大
規
模
改

修
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
誰
も
が
気
軽
に

利
用
で
き
る
陸
上
競
技
場
と
し
て
3
月
15
日

㈰
か
ら
利
用
を
再
開
し
ま
し
た
。

利
用
時
間

 

午
前
8
時
30
分
～
午
後
9
時

　

（日
没
時
間
に
よ
り
変
更
あ
り
）

※�

第
２
火
曜

（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）、
12
月

28
日
〜
1
月
４
日
は
休
場
日

利
用
方
法

【
個
人
利
用

】

�

予
約
不
要
、
陸
上
競
技
場
受
付
券
発
売
機

で
利
用
券
を
購
入

　
　

※�

専
用
利
用

（
全
部
）
が
あ
る
場
合
は
利

用
で
き
ま
せ
ん

【
専
用
利
用

】

�

利
用
す
る
月
の
2
カ
月
前
の
1
日
〜
末
日

に
磐
田
市
総
合
体
育
館

（
指
定
管
理
者
：

令
和
８
年
度　

学
校
給
食
費

保
護
者
負
担
額
を
軽
減

☎

FAX

学
校
給
食
費
の
現
状

学
校
給
食
に
要
す
る
経
費
は
、
学
校
給
食

法
に
基
づ
き
調
理
員
の
人
件
費
や
光
熱
費
な

ど
は
市
が
負
担
し
、
食
材
料
費
は
保
護
者
の

負
担
と
し
て
い
ま
す
。

小
中
学
校
の
学
校
給
食
費
は
令
和
５
年
度

に
改
定
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
物
価
高
騰

が
続
き
、
給
食
の
食
材
料
費
も
影
響
を
受
け

て
い
ま
す
。
公
費
負
担
に
よ
る
食
材
料
費
の

増
額
や
献
立
の
工
夫
な
ど
で
給
食
の
質
を
維

持
し
て
お
り
、
保
護
者
負
担
額
を
据
え
置
い

て
き
ま
し
た
。

令
和
８
年
度
の
学
校
給
食
費

物
価
高
騰
が
続
い
て
い
る
た
め
、
令
和
８

年
度
も
食
材
料
費
は
増
額
し
ま
す
が
、
子
育

て
世
帯
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

小
学
校
給
食
費
は
、
国
か
ら
の
交
付
金
に
加

え
、
さ
ら
に
公
費
を
充
て
る
こ
と
で
保
護
者

か
ら
の
負
担
額
は
０
円
と
し
、
中
学
校
給
食

費
の
保
護
者
負
担
は
、
公
費
を
充
て
る
こ
と

で
令
和
７
年
度
の
金
額
を
維
持
し
て
い
く
予
定

小
学
校
は
無
償
、
中
学
校
は
維
持

学校給食課

（西庁舎３階）

0538-37-4780

0538-37-5015

N
P
O
法
人
磐
田
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
）
窓

口
ま
た
は
電
話

（
☎
️0
5
3
8
‐
32
‐

4
2
3
6
）
で
申
し
込
む

※�
利
用
料
金
な
ど
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い

▲ホーム
　 ページ

で
す
。

な
お
、
令
和
９
年
度
以
降
の
給
食
費
は
未

定
で
す
。

※�

今
回
の
取
組
財
源
は
、
子
育
て
世
帯
の
経

済
的
な
負
担
軽
減
を
図
る
た
め

「
給
食
費

負
担
軽
減
交
付
金
」
と

「
物
価
高
騰
対
応

重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
」
を
活

用
し
ま
す

令和８年度の学校給食費は無償

保護者負担額０円

１食当たりの食材料費 327 円 ・ ３５６円

中学校中学校

令和８年度の学校給食費は維持

保護者負担額 344 円

１食当たりの食材料費 388 円

小学校小学校

※�

改
修
工
事
は
独
立
行
政
法
人
日
本
ス

ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
ス
ポ
ー

ツ
振
興
く
じ
助
成
金
を
受
け
て
実
施

し
ま
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
く
じ
の
収
益
は
、

選
手
や
指
導
者
の
育
成
、
グ
ラ
ウ
ン
ド

の
芝
生
化
、
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の

整
備
な
ど
、
日
本
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
の

た
め
に
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
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介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
ま
す

誰
も
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
を
願
っ
て

☎

FAX

ページ番号

1010515

毎
年
４
月
２
日
は

世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
こども未来課

（i プラザ３階）

0538-37-2761

0538-37-4631

☎

FAX

 

介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

は
、
指
定
金
融
機
関
窓
口
だ
け
で
な
く
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
曜
日
や
時
間
を
気
に
す
る
こ
と

な
く
利
用
で
き
ま
す
の
で

「
平
日
の
昼
間
に
時

間
が
取
れ
な
い
」「
近
く
に
金
融
機
関
が
な
い
」

と
い
う
方
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
納
付
書

令
和
８
年
３
月
以
降
に
新
規
で
発
行
さ
れ

た
納
付
書

対
象
外
の
納
付
書

・
バ
ー
コ
ー
ド
の
印
刷
が
な
い
も
の

・
バ
ー
コ
ー
ド
が
破
れ
た
り
汚
れ
た
り
し
て
読

み
取
れ
な
い
も
の

・
納
付
額
が
１
枚
の
納
付
書
で
30
万
円
を
超

え
て
い
る
も
の

・
金
額
を
訂
正
し
た
も
の

・
指
定
期
限
を
過
ぎ
た
も
の

・
令
和
８
年
２
月
以
前
に
発
行
さ
れ
た
も
の

注
意
事
項

・
納
付
し
た
と
き
に
は
、
領
収
証
書
を
必
ず

受
け
取
り
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い

・
納
付
方
法
が
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
天

引
き
）
や
口
座
振
替
の
登
録
を
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
納
付
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、
納
付
書
の
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
取
っ

て
行
う
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
サ
ー
ビ
ス
は

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん

・
保
険
料
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
が
な
い

便
利
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

利
用
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ

■
介
護
保
険
料
に
関
す
る
こ
と

高
齢
者
支
援
課　

☎️
37
ー
４
７
６
９

■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
関
す
る
こ
と

国
保
年
金
課　

☎️
37
ー
４
８
６
３

曜
日
や
時
間
を
気
に
せ
ず
利
用
で
き
ま
す

0538-37-4769

0538-37-6495

「世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
と
は

 

国
際
連
合
は
、
毎
年
４
月
２
日
を

「
世
界

自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
日

本
で
も
４
月
２
日
か
ら
８
日
ま
で
を

「
発
達
障

害
啓
発
週
間
」
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
行
い

広
く
啓
発
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

知
っ
て
い
ま
す
か

自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
の
こ
と

 

私
た
ち
は
皆
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
感
性

と
個
性
を
持
ち
、
そ
れ
を
認
め
合
い
、
互
い

に
支
え
合
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

 

自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
の
方
々
は
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
な
発
達
の
仕
方
を
し
て
お
り
、
周
り
の
人

た
ち
に
は
理
解
で
き
な
い
行
動
を
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
偏
見
や
誤
解
が
生

じ
て
し
ま
い
ま
す
。
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
の

方
々
の
行
動
の
意
味
を
考
え

「
良
い
点
」
に

目
を
向
け
る
よ
う
に
す
る
と
、
自
閉
ス
ペ
ク
ト

ラ
ム
症
の
方
々
は
社
会
の
中
で
生
き
生
き
と

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
を
は
じ
め
と
す
る
発

達
障
害
の
あ
る
人
、
ま
た
そ
の
家
族
や
き
ょ
う

だ
い
た
ち
、
そ
し
て
共
に
生
き
る
地
域
の
全

て
の
人
た
ち
が
自
分
ら
し
く
安
心
し
て
暮
ら
し

て
い
け
る

「
共
生
社
会
」
の
実
現
の
た
め
に
、

ま
ず
お
互
い
を

「知
る
」
こ
と
か
ら
始
め
て
み

ま
せ
ん
か
。

青

（ブ
ル
ー
）
で
伝
え
る

 

世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
日
本
実
行
委
員
会

は
、癒
し
や
希
望
な
ど
を
表
す
色
で
あ
る

「青
」

を
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
や
発
達
障
害
を
理
解

し
て
い
た
だ
く
た
め
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
と
し

て
使
用
し
て
い
ま
す
。

 

市
で
は
、
４
月
２
日
㈭
か
ら
４
月
５
日
㈰
ま

で
、
磐
田
市
民
文
化
会
館

「
か
た
り
あ
」
を

青
色
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
ま
す
。

▲世界自閉症啓発デーのロゴ

高齢者支援課

（ｉプラザ 3 階）
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固
定
資
産
税
納
税
通
知
書

を
発
送
し
ま
す

☎

FAX

資産税課

（本庁舎１階）

0538-37-4809 

0538-33-7715

ページ番号

1001494

課
税
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

 

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
、
償
却
資

産

（
事
業
用
資
産
）
を
所
有
す
る
方
に
納
め

て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

　

納
税
通
知
書
と
課
税
明
細
書
は
、
４
月
下

旬
に
併
せ
て
発
送
し
ま
す
の
で
、
課
税
内
容
を

確
認
の
上
、
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

課
税
明
細
書
に
は
、
物
件
の
所
在
や
面
積

な
ど
の
ほ
か
、
土
地
は
一
筆
ご
と
、
家
屋
は

一
棟
ご
と
に
税
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す

（
償
却
資
産
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
）。

ま
た
、
非
課
税
・
課
税
免
除
の
固
定
資
産
に

つ
い
て
は
、
課
税
明
細
書
に
記
載
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
の
で
、
確
認
す
る
場
合
に
は
名
寄
帳
を

お
取
り
い
た
だ
き
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

 

な
お
、
課
税
明
細
書
は
再
発
行
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

※�

令
和
８
年
１
月
１
日
時
点
で
所
有
す
る
固

定
資
産
が
令
和
８
年
度
の
課
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は
、

資
産
税
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い

ページ番号

1001407

①�

所
有
権
移
転
登
記
を
済
ま
せ
た
が
、
宛
名

が
変
わ
っ
て
い
な
い

②
記
載
の
な
い
土
地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る

③
記
載
の
あ
る
家
屋
を
取
り
壊
し
た

④�

登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
相
続
や
贈
与
、

売
買
を
し
た

固
定
資
産
税
評
価
額
を
縦
覧
で
き
ま
す

　

令
和
８
年
度
の
課
税
の
基
礎
と
な
る
面
積

や
課
税
地
目
、
評
価
額
な
ど
が
無
料
で
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

縦
覧
期
間
／
４
月
１
日
㈬
～
６
月
１
日
㈪

　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

縦�

覧
場
所
／
市
民
税
課　

証
明
発
行
窓
口

（
本

庁
舎
１
階
）

　

※
各
支
所
は
、
自
己
資
産
の
閲
覧
は
可

縦�

覧
で
き
る
方
／
市
内
の
土
地
・
家
屋
の
納

税
者
、
納
税
者
と
同
じ
世
帯
の
親
族
、
納

税
者
か
ら
委
任
さ
れ
た
方

持�

ち
物
／
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の

ページ番号

1002757

国
民
健
康
保
険
税
率
の

見
直
し

将
来
に
わ
た
っ
て
安
心
で
き
る

国
民
健
康
保
険
の
運
営
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す

国保年金課

（本庁舎 1 階）

0538-37-4863

0538-37-4723

☎

FAX

市
の
国
民
健
康
保
険
は
、
支
出
に
対
し
て

収
入
が
不
足
す
る
非
常
に
厳
し
い
財
政
運
営

が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
、
県
が
こ
れ

ま
で
行
っ
て
き
た
負
担
軽
減
措
置
は
令
和
８
年

度
以
降
は
実
施
し
な
い
方
針
が
示
さ
れ
、
令

和
６
年
度
税
率
改
定
時
の
計
画
で
は
歳
入
不

足
を
補
い
き
れ
な
い
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
以
下
の
通
り
税
率
改
定
案
を

作
成
し
ま
し
た
。

税
率
改
定
案
の
概
要

・
令
和
８
年
度
は
、
被
保
険
者
一
人
当
た
り

平
均
で
年
間
約
９
７
０
０
円
の
増
額

（
令

和
７
年
度
比
）

・
令
和
９
年
度
は
、
被
保
険
者
一
人
当
た
り

平
均
で
年
間
約
３
６
０
０
円
の
増
額

（
令

和
８
年
度
比
）

・
医
療
給
付
費
分
の
賦ふ

課か

方
式

（
所
得
割
、

資
産
割
、
均
等
割
、
平
等
割
）
の
う
ち
資

産
割
を
廃
止

※
資
産
割
の
廃
止
に
よ
り
、
約
1
割
の
世

帯
で
は
保
険
税
が
減
額
と
な
る
見
込
み

・
こ
れ
ま
で
の
区
分

（
医
療
給
付
費
分
・
後
期

高
齢
者
支
援
金
分

・
介
護
納
付
金
分
）
に

加
え
、
国
の
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
」

の
創
設
に
伴
い
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

納
付
金
分
」
を
新
た
に
追
加

（一
人
当
た
り

年
間
平
均
約
3
2
0
0
円
の
増
額
）

「
磐
田
市
の
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関

す
る
協
議
会
」
の
意
見

被
保
険
者
の
代
表
者
な
ど
14
名
か
ら
な
る
協

議
会
に
諮は

か

っ
た
と
こ
ろ
「
急
激
な
負
担
増
へ
の

配
慮
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
財
政
健
全

化
の
た
め
の
歳
入
不
足
の
削
減
目
標
も
維
持
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
改
定
案
は
適
当
と
認
め

ら
れ
る
」
と
の
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
後
の
予
定

令
和
8
年
2
月
磐
田
市
議
会
定
例
会
で
の

条
例
改
正
案
の
審
議
を
経
て
、
令
和
8
年
4

月
か
ら
の
施
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

課
税
内
容
の
確
認
と
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
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